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東京工業大学大学院総合理工学研究科 研究科長 教授 原科 幸彦 さん 
アセスメントと市民参画、コミュニケーションに関するご意見 
 
（1）「情報の提供」に関連するご意見 

・リスクコミュニケーションは、そもそも多様なステークホルダー間のコミュニケーションであるので、

国民一般に加え、企業、行政を含めた社会全般が確実にコミュニケーションを行う土壌を養う必要が

ある。それには十分な情報提供が不可欠である。 

・化学物質の場合、環境中における影響については、客観的な検証が難しく、専門家の領域に入りすぎ

ると、一般の市民が理解できなくなるという特徴がある。このため、常に継続的に情報を公開しなが

ら対応することが必要である。 

・情報公開については、クロスチェックが基本中の基本であり、社会の信用を得るため必須である。企

業の情報提供（例：製品中の成分などの科学的データ）においてもその点は重要であり、それが企

業の価値を高める。 

・情報公開のためには、公文書管理をきちんと行うことが必要である。公文書管理法の制定により、情

報を作成して廃棄する際、総理大臣が判断することになった。総理大臣ではなく、客観的な第三者が

確認すべきであると思うが、1 歩前進した。米国では第三者がチェックすることになっており、また

フランスでは、何とフランス革命以降、公文書管理法が制定された。日本もきちんとすべきである。 

・正しい情報提供という点では、専門家の倫理が非常に重要である。専門家は正しい情報を伝えなくて

はならない。いろいろな圧力によりそれができていない状況が往々にして起こっている。国際社会で

はこの認識は高く、例えば、私が今年の４月まで理事・会長職を務めていた国際影響評価学会（IAIA）

では、倫理規定（「IAIA code of Ethics」）が定められている。 

 

（2）「対話の推進」に関連するご意見 

・リスクコミュニケーションの合意基盤をどう形成するかが重要である。意思決定への市民参加に関し

て 5 段階モデルがある。第 1 段階は｢情報提供｣、第 2 段階は｢意見聴取｣、第 3 段階は｢形だけの応答｣、

第 4 段階目は｢意味ある応答｣、第 5 段階目は｢パートナーシップ｣である。一番重要なのは、第 4 段階

目の｢意味ある応答｣で、これを継続することは｢議論する｣ということである。｢意味ある応答｣がなさ

れる、｢公共空間での議論｣（誰もがアクセスできる透明性の高い場での議論）が、リスクコミュニケ

ーションのための基本的な場であり、アセスメントは｢意味ある応答｣を促進するためのメカニズムで

ある。（参考文献：『科学』の論文、「環境アセスメントを持続可能な社会づくりの手段に」） 

・化学物質の場合、情報の不確実性が高いので、市民の不安につながる。もしも、アセスメントを実施

することがあれば、さまざまな点が明確化し、紛争解決の基盤が形成される可能性が高くなる。答え

が出ないことも多々あるが、持続可能な関係を継続すれば問題になることはあまりない。 

・アセスメントにはお金と時間がかかると誤解されている向きもあるが、簡易アセスメントの場合、期

間は 3 ヶ月程度、費用は数百万程度で実施可能である。行政が、条例や法律で簡易アセスメント実施

の枠組みをつくれば、各地域でコミュニケーションの場を提供することができる。 
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・例えば、東京工業大学すずかけ台キャンパスの教育研究棟建設時に自主的に実施した簡易アセスメン

トでは、｢方法書段階｣で 2 回の意見交換会を実施した（期間：3 ヶ月、予算：約 500 万円）。大学のホ

ームページにも随時情報を公開し、高い評価が得られた。こういう場を作ってこそ、リスクコミュニ

ケーションが活きてくる。 

 

（3）「場の提供」に関連するご意見 

・リスクコミュニケーションの場としては、個別サイトにおける場面と国民会議的な場面の両方がある

が、基本的には個別サイトで実施することが大切である。個別サイトで実施するためには簡易アセス

メントを進めることが鍵となる。それにより、社会全体がリスクコミュニケーションに慣れ、学習し、

変わっていく。 

・日本では、環境影響評価法の下で実施されたアセスメントは年間約 20 件しかない。地方自治体で実

施されるのが 50 件程度なので、合計約 70 件となる。米国では年間 6 万件～8 万件、中国では 3 万件

以上実施されている。日本の経済規模を考えれば、3～5 万件ぐらい実施されてもおかしくないであろ

う。そうなれば、市民が何度かはアセスメントを経験することができ、環境とは何かを考える機会を

持つこともできる。同時に、化学物質アドバイザーを派遣・利用の機会も増し、活躍の場が増えるだ

ろう。加えて、企業側にとっても、情報提供をし、意見を聴き、対応することが新しい作法となり、

それがまさにリスクコミュニケーションになる。 

・これまでの「化学物質と環境円卓会議」（以下、「円卓会議」という）を振り返ると、多くの課題があ

る。まず、円卓会議の設置時、政策提案型にしようという議論もかなりなされたが、そうならなかっ

た。結局、現状のような形式にならざるを得なかったのだが、現状のような形式であれば、広報、情

報提供に特化させるという方法もあったが（番組を制作して広報に活用するなど）、中途半端であっ

た。予算が少ないというのであれば、インターネット等で中継するという方法も考えられる。また、

情報公開という観点から、議論は公開するべきである。議事録に発言者名をしっかりと出す必要があ

り、そのことが実践されたのは良かった。 

・その他、テーマにあまり一貫性がなく、その時の状況に応じて設定された点、開催の頻度が十分でな

かったなど、全体的なマネジメント不足の点も否めない。司会はローテーションであったが、ローテ

ーションの方法を取るのではなく、今後は例えば、2 年程度同じ人に依頼した方が一貫したマネジメ

ントの点からは良くなるのではないか。 

 

（4）その他 

・円卓会議の場でのヒアリングの結果は、匿名ではなく発言者あるいは所属団体を記しての公表をすべ

きであると考えます。匿名にすると、信憑性がなくなり、意見の迫力もありません。 

・情報公開について、平成 22 年 8 月 25 日の朝日新聞（朝刊）の社説を参考としてほしい。政府が情報

公開法の改正案の骨子を示しましたが、国民の「知る権利」を明確に打ち出しています。今後の日本

社会のあるべき姿を示していると思います。 

以上 
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バルディーズ研究会 運営委員 角田 季美枝 さん 
国のリスクコミュニケーション事業に対するご意見 
 

（1）「情報の整備」に関連するご意見 

・環境省や経済産業省は、PRTR の情報をウェブサイトに掲載しているが、ウェブサイトで

の情報掲載の内容や方法は、国民が欲しいという観点からの情報といえるのだろうか。

ウエブサイトへのアクセス数など分析して評価し、改善しているか。 

・生活の中で化学物質を適切に使用できるようにするためには、メディアリテラシーに関

する教育も重要である。そのためには、文部科学省と連携して、教育の現場に対してア

プローチすべきである。教育の現場にアプローチする場合、一番重要な関係者は学校の

先生と子どもを持つ母親である。 

・これまで学校教育で化学物質に関するリスクコミュニケーションが取り上げられてこな

かった。家庭での教育や工場見学など、年齢に応じた教育方法も考えながら実施すべき

である。 

・PRTR データについては、行政、企業からの情報提供は物質別の排出量のみで議論されて

おり、リスクについて議論されていない。物質選定のプロセスでは毒性も考慮している

ので、排出量に加えて毒性を考慮したリスクの観点を入れて議論すべきである。 

・行政区分をまたがる広域（風や水の流れに沿ったまとまり）にわたるリスクについては、

地方自治体で対応するという発想が薄く、国で対応すべきである。 

・地域のリスクの状況等について地図上で表示すればインパクトもあり、イメージしやす

い。 

 

（2）「対話の推進」に関連するご意見 

・化学物質アドバイザーは化学物質の専門家であり、一般市民への説明が分かりやすくで

きていない。化学物質アドバイザーの研修プログラムが必要である。 

・工場や行政がリスクコミュニケーションを行う場合、ほとんどが町内会や自治会のみを

対象としている。また、騒音や悪臭に対する苦情対応で、なかなか化学物質に関するリ

スクコミュニケーションに進んでいない。地域の化学物質に関心を持った人に参加して

もらえるような場を継続的につくっていくためには、法制度の整備も検討した方がよい

のではないか。 

・いまの制度では、企業側にリスクコミュニケーションをしようというインセンティブが

働かないという現状がある。リスクコミュニケーションを継続的に実施しているところ

や化学物質の排出を企業努力で削減したところに対する税制優遇などのアメを与えるよ

うな議論もあってよいのではないか。 
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（3）「場の提供」に関連するご意見 

・円卓会議は、政策的な位置づけが意見交換にとどまり、議論が抽象的となった。 

・次の新たな円卓会議の場については、政策提言ができるような、ステップアップしたも

のとなるとよい。 

・急性毒性以外の毒性について、産官学共同で予防の観点からどのように対応していくべ

きかについても議論すべきである。 

・化学物質過敏症など、医学的には病気とされていないが健康被害が出ている場合につい

ても、「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」結果を活用するなどし

て、議論してもよいのではないか。 

・参加メンバーのバランスとして、現在は、産業界 7 対市民 7 で数的にはバランスがとれ

ているが行政の参加者が少なかった。 
・参加メンバーについては、基本となるメンバーを決めておき、テーマによって参加者を

入れ替えてはどうか。今までは、どちらかといえばメンバー間の合意を得られるような

調和型の場であったが、必ずしも調和型をめざす必要はない。 

・円卓会議メンバーの参加の仕方として、各メンバーが所属の団体を代表するというので

はなく、一市民として参加する形態も考えられるのではないか。企業であれ行政であれ、

市民である。 

・市民には様々な利害があり、市民がどのように政策立案に関与するかを考えなくてはな

らない。海外では政策立案過程において参加型民主主主義の様々な形態が試されている。

たとえばデンマークではコンセンサス会議は国会の技術評価局の下に置かれて機能して

いるが、きちっと政策立案のプロセスに参加型の場を位置づけることが重要である。 
・平日昼間に円卓会議が開催されると、ふつうに勤めている人間には参加は難しい。平日

夕方の開催や緊急課題でなければ、メーリングリストやワーキンググループでの議論と

することもできるのではないか。 

 
以上 
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早稲田大学 理工学術院創造理工学部 知財・産業社会政策領域 教授 村山 武彦 
さん 
リスクコミュニケーション全般に関するご意見 
 
（1）情報の整備 

・一般には、受け手のニーズに合わせた情報提供をすべきだとよく言われているが、一般

市民の関心、知識のレベルは千差万別であり、実際には、そのニーズを把握した上で情

報提供をするのは難しい。リスクコミュニケーションを行う場面あるいは対象が具体的

になってはじめてニーズが明らかになり、情報提供が可能となる。 

・リスクコミュニケーションなのでリスクの話をする必要性は一般的にはあるが、場面に

よっては、リスクの概念を説明する必要性は必ずしもない。例えば、サイトコミュニケ

ーションを行う際、ばく露の確率や有害性のレベルの説明よりも、騒音、大気の汚れな

ど、一般的な環境負荷、つまり、五感で捉えられるものの方が、一般の人に対してはわ

かりやすく、関心も引く。わかりやすい話から始めないと、コミュニケーション自体が

成り立ちにくい。これまでの経験から、リスクの概念が十分に理解されなくても、企業

や行政の取組姿勢や取組内容について理解してもらえれば、納得を得られることが比較

的多い。 

・都道府県や市のレベルで、もう少し地域別の情報が提供されるとよいのではないか。ま

た、情報提供する際に、不要に市民の不安を煽ってしまうのではないかといった懸念を

持たれることもあると思うが、これまでの経験からは、そういった懸念は杞憂であるこ

とが多く、情報を公開しても問題になることはあまりないと思われる。 

・事故発生時の情報提供について、メディアからは、「基準値」との比較が見出しになるこ

とがあるが、そうした数値の比較にどこまで意味があるのか考える必要がある。また、

環境分野では、リスクに関する内容に近い表現として、「恐れ」という言葉が使用されて

いる場合が多いが、恐れがあるかないかという二者択一から一歩進めた表現方法を検討

した方がよい。行政からの情報では、事故発生時、「直ちに影響はない」という表現がし

ばしば見られるが、リスクに近い内容の表現については、「直ちに影響はない」といった

画一的なものではなく、「極めて小さい」、｢ほとんどない」、「あまりない」などでレベル

を分け、さらにその表現がどのレベルの確率の範囲に相当するのかを設定するといった

標準的なカテゴリを新たに考案した方がよいと思われる。 

 

（2）対話の推進 

・企業のコミュニケーション事例をみると、環境全般をテーマとしていたり、地域のお祭

りへの参加等を通じて地域と対話している場合が多い。そうした状況を考慮すると、化

学物質アドバイザー制度については、目的をリスクコミュニケーションに限定する必要

は必ずしもないのではないか。それにより、アドバイザーの活躍の場が狭まっている可

能性がある。環境コミュニケーションの一つとしてリスクが扱われる場においても活動
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できるような位置づけがあるとよいかもしれない。 
・企業については、平常時から、地域とのコミュニケーション、人材の確保に努めてほし

い。平常時にコミュニケーションを取っていれば、非常時にそのチャネルができている

ので、どういった人を集めて、どういった説明をすればよいのかなど、検討しておくこ

とができる。 

・行政に対しては、仲介役、サポート役としての期待は大きい。市民と事業者の間に立つ

など、コミュニケーションのきっかけをつくるという役割が期待されている。 
 

（3）場の提供 

・リスクコミュニケーションの結果をどう活かすかという議論があってよい。例えば、そ

の成果を国やある地域の環境基本計画に活かす、あるいは、化学物質対策、リスク管理

の優先順位、取組の方向性の検討に活かすなど、議論した結果を何らかの形で反映する

ことが重要かもしれない。目に見える成果があるとやりがいに繋がる。国としては、例

えば、そうした取り組みが促進されるようなモデル事業を実施するというのも一案では

ないか。 

・一般市民で学習会等に参加するのは、関心を持っている方で、よく勉強もされている場

合が比較的多い。そうした人たち向けのコミュニケーションの場は確かに必要だと思う。

一方で、関心の低い人に対してどの程度対応する必要があるのか、どのような情報を提

供し意識や行動の啓発を行うのかといった点をまず明確にした方がいいのではないか。

目的次第では、関心の低い人には呼びかけ自体必要ない場合もある。情報提供しても関

心を持ってもらえない場合には、それ以上進めることができないだろう。 

・「化学物質と環境円卓会議」（以下、「円卓会議」という）に関しては、他に市民、行政、

産業界が一堂に会する場がないため、そうした点では場の提供に相応の意義がある。 
・ネットによる会議の中継と同時に、ツイッター（Twitter）等のツールで意見を募集するな

ど、ソーシャルメディアを利用して、円卓会議への関心を高める工夫があってもよいか

もしれない。 
・地域別に円卓会議を実施することも一案である。全国レベルの議論のほか、地域特有の

問題を取り扱う場があってもよい。米国では、レスポンシブルケアプログラムを実施し

てきた米国化学工業会が提唱したコミュニティ諮問協議会（CAP：Community Advisory 

Panel）という活動がある。ニュージャージー州でも、事業者が中心となって地域の市民

らと協議会を作り、定期的にコミュニケーションを行う CAP の活動がなされており、さ

らに、年に 1 回、ニュージャージー州内の CAP メンバーが集まって、それぞれの成果や

経験を共有し、またそれぞれの地域に戻ってそうした意見等を反映させるといった仕組

みができている。それに近いような形態で自分たちの経験を共有して活かすといった仕

組みが、日本の各地域にできてもよいのではないか。 

 

以上 
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